
 

 

大分市産業用地整備加速化補助金交付要綱を次のように定める。 

令和７年３月３１日 

大分市長 足 立 信 也    

 

大分市産業用地整備加速化補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、本市における企業の立地及び追加投資を促進し、産業の集積及

び雇用の機会の確保を図り、もって本市における産業用地の整備を加速させること

で、本市の経済の活性化に資することを目的として交付する大分市産業用地整備加

速化補助金（以下「補助金」という。）に関し、大分市補助金等交付規則（昭和４

９年大分市規則第５６号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事

項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

⑴ 産業用地 第４条第２号に規定する業務の用に供する事業所等の立地が即時

に行えるまでに整備された用地であって、産業の集積、雇用の機会の確保等、本

市の経済の活性化に資するためのものをいう。 

⑵ 団地共通施設 原則として、複数の区画を有する大規模な団地内に設置される

施設であって、その面積が産業用地の総面積の３パーセント以上を占め、市が管



 

 

理を行うものをいう。 

⑶ 開発等事業 別表補助対象事業の欄に掲げる事業のうち、進入路及び排水路等

の新設又は改良、産業廃棄物に係る専用処理施設の設置又は改良、送配電線施設

の設置又は改良、緑地、屋外運動場等の団地共通施設の設置及び区画道路及び調

整池の新設又は改良をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次に掲げ

る要件の全てを満たすものとする。 

⑴ 国税及び地方税を滞納していないこと。 

 ⑵ 開発等事業においては、届出その他の当該開発等事業に必要な手続を完了して

いること。 

 ⑶ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は同条第２号に規

定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 

 ⑷ 公序良俗に反する事業その他次条に規定する補助対象事業を実施する者とし

て社会通念上不適切であると認められる事業を営む者でないこと。 

 ⑸ その他市長が必要と認める要件を満たす者であること。 

（補助対象事業等） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、次の

各号のいずれにも該当し、かつ、別表に掲げる事業とし、補助率及び補助限度額は、



 

 

同表に定めるとおりとする。 

⑴ 産業用地を新たに整備することを目的とした事業であること。 

⑵ 統計法(平成１９年法律第５３号)第２条第９項に規定する統計基準である日

本標準産業分類に規定する製造業、商品検査業（半導体の検査に係るものに限

る。）、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業又は卸売業の用に供される面積が２

ヘクタール以上の市内における用地を整備する事業であること。 

⑶ 事業を行う場所が、大分県企業立地基盤整備加速化補助金交付要綱（令和６年

４月１日施行）第３条ただし書に規定する用地であること。 

⑷ 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）、建築基準法（昭和２５年法律第２

０１号）その他の関係法令を遵守していること。  

⑸ その他市長が必要と認める要件を満たすこと。 

（産業用地整備加速化補助金事業計画の認定等） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象事業の着手前に当該事業につ

いて大分市産業用地整備加速化事業計画（以下「事業計画」という。）の認定を受

けなければならない。 

２ 前項の認定を受けようとする者（以下「認定申請者」という。）は、大分市産業

用地整備加速化事業計画認定申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、市

長に申請しなければならない。 

 ⑴ 事業者概要書（本社、主要な事業所及び事業内容を記載したものに限る。） 

 ⑵ 商業・法人登記簿（履歴事項全部証明書）（申請を行う日から起算して３月以



 

 

内に発行されたものに限る。） 

⑶ 産業用地の造成等の実績報告書（過去１０年間における産業用地の造成、分譲

等の実績（実施箇所、実施規模、造成、分譲等の状況、事業の特徴等をいう。）

を記載したものに限る。） 

⑷ 事業計画書（補助対象事業の実施方針、場所、工程、図面、事業費内訳等を記

載したものをいい、当該補助対象事業について法令等に基づく必要な許可等を受

けていることが分かる書類が添付されたものであること。） 

⑸ 土地利用計画図（補助対象事業における土地利用計画を表示したものに限る。） 

⑹ 開発等事業に関する用地の公図及び現況写真並びに当該土地の登記事項全部

証明書 

⑺ 国税及び地方税の納税証明書その他納付状況が分かる書類（申請を行う日から

起算して３月以内に発行されたものに限る。） 

⑻ 事業収支計画書（補助対象事業の収入及び支出に係る資金計画を記載したもの

に限る。） 

⑼ 直近３期分の決算書の写し 

⑽ 誓約書 

⑾ その他市長が必要と認める書類 

３ 前項の申請において、２以上の事業者（以下「共同事業体」という。）が一体と

して補助対象事業を行う場合は、当該共同事業体を一の事業者とみなすことができ

る。この場合において、当該申請は、当該共同事業体を代表する事業者が行わなけ



 

 

ればならない。 

４ 市長は、第２項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適

当であると認めたときは、事業計画を認定し、認定申請者に対し、大分市産業用地

整備加速化補助金事業計画認定通知書（様式第２号。以下「認定通知書」という。）

により、通知するものとする。この場合において、市長は、必要な条件を付すこと

ができる。 

５ 市長は、前項の規定による事業計画の認定を行うに当たり、あらかじめ第１５条

に規定する大分市産業用地整備加速化補助金審査委員会（第７条第３項において

「委員会」という。）の意見を聴くものとする。 

（認定事業の着手） 

第６条 前条第４項の規定により事業計画の認定を受けた者（以下「認定事業者」と

いう。）は、認定通知書を受領したときは、速やかに事業計画の認定を受けた事業

（以下「認定事業」という。）に着手し、大分市産業用地整備加速化補助金認定事

業着手届出書（様式第３号）に関係書類を添えて遅滞なく市長に提出しなければな

らない。 

（認定事業の変更） 

第７条 認定事業者は、認定事業の内容を変更しようとするときは、大分市産業用地

整備加速化補助金認定事業計画変更承認申請書（様式第４号）に関係書類を添えて

市長に提出しなければならない。  

２ 市長は、前項の規定による変更の申請があった場合において、その内容を審査し、



 

 

適当であると認めたときは、認定事業者に対し、大分市産業用地整備加速化補助金

認定事業変更承認通知書（様式第５号）によりその旨を通知するものとする。この

場合において、市長は、必要な条件を付すことができる。 

３ 市長は、前項の認定事業の変更の承認を行うに当たり、あらかじめ委員会の意見

を聴くものとする。 

（取りやめ） 

第８条 認定事業者は、認定事業を取りやめるときは、大分市産業用地整備加速化事

業認定事業取りやめ届出書（様式第６号）を速やかに市長に提出しなければならな

い。 

（認定事業者の報告等） 

第９条 認定事業者は、認定事業が完了するまでの間、市長から調査又は報告を求め

られたときは、速やかに応じなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による調査又は報告を求めた場合において、特に必要がある

と認めたときは認定事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善等を求めるもの

とする。 

（認定事業に係る整備事業費内訳書の届出） 

第１０条 認定事業者は、認定事業に係る事業費が確定したときは、速やかに大分市

産業用地整備加速化補助金整備事業費内訳書（様式第７号）に関係書類を添えて市

長に提出しなければならない。 

（認定事業の完了） 



 

 

第１１条 認定事業者は、認定事業が完了したときは、速やかに大分市産業用地整備

加速化補助金認定事業完了報告書（様式第８号。以下「完了報告書」という。）に

当該認定事業の完了が証明できる資料を添えて市長に提出しなければならない。 

（事業計画の認定の取消し） 

第１２条 市長は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業計画の

認定を取り消すことができる。 

⑴ 認定事業と異なる事業を行ったとき。 

⑵ 認定事業に付した条件に違反したとき。 

 ⑶ 第４条各号の要件に該当しなくなったとき。 

 ⑷ 法令、規則又はこの要綱及び市長の指示に違反したとき。 

⑸ 偽りその他不正な手段により認定を受けたとき。 

⑹ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。 

２ 市長は、前項の規定により事業計画の認定を取り消したときは、認定事業者に対

し、大分市産業用地整備加速化事業計画認定取消通知書（様式第９号）により、通

知するものとする。 

（補助金の交付等） 

第１３条 市長は、第１１条の規定により完了報告書を提出した認定事業者（以下「完

了事業者」という。）に対し、認定事業に係る費用に対する補助金を予算の範囲内

で交付するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、国、県その他機関から補助金と同様の趣旨の補助等を



 

 

受けている費用については、補助の対象としない。 

３ 認定事業を中止し、若しくは廃止した場合又は前条第１項の規定により事業計画

の認定が取り消された場合は、補助金を交付しないものとする。ただし、市長がや

むを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。 

４ 補助金の額は、完了事業者が認定事業に要した費用の額と本市が整備した場合に

想定される費用相当額のいずれか低い額に別表に定める補助率を乗じて得た額（１，

０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）とする。 

５ 完了事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、完了報告書の提出後、大

分市産業用地整備加速化補助金交付申請書兼実績報告書（様式第１０号）に次に掲

げる書類等を添えて、市長に提出しなければならない。 

⑴ 認定事業ごとの整備事業費の内訳書及び工事数量の分かる書類 

⑵ 認定事業ごとの位置図、平面図、求積図等 

⑶ 工事現況写真 

⑷ 完成写真 

⑸ 成果品の製作を伴う場合にあっては、成果品 

⑹ 検査済証の写し 

⑺ 認定事業実施後の土地、施設等のうち、本市に帰属するものについて、管理引

継ぎ及び帰属の手続が完了したことが分かる書類 

⑻ 認定事業実施後の土地、施設等の登記事項証明書 

 ⑼ 国税及び地方税の納税証明書その他の納付状況が分かる書類（申請を行う日か



 

 

ら起算して３月以内に発行されたものに限る。） 

 ⑽ その他市長が必要と認める書類 

６ 市長は、前項の規定による申請兼実績報告があった場合において、その内容を審

査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定するとともにその額を確定

し、完了事業者に対し、大分市産業用地整備加速化補助金交付決定通知書兼補助金

額確定通知書（様式第１１号）により、通知するものとする。この場合において、

市長は、必要な条件を付すことができる。  

７ 前項の規定により通知を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、補助金の

交付を請求しようとするときは、大分市産業用地整備加速化補助金交付請求書（様

式第１２号）を市長に提出しなければならない。 

（産業用地の用途変更の禁止） 

第１４条 補助金の交付を受けた補助事業者は、完了報告書を提出した日の属する年

度の翌年度の４月１日から起算して１０年を経過するまでの間、当該認定事業に係

る産業用地について、その用途を変更することができない。ただし、市長が特に必

要と認めるときは、この限りでない。 

（交付決定の取消し等） 

第１５条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する

ときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

 ⑴ 補助金を他の用途に使用したとき。 

 ⑵ 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 



 

 

 ⑶ 法令、規則又はこの要綱及び市長の指示に違反したとき。 

 ⑷ 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。  

（大分市産業用地整備加速化補助金審査委員会） 

第１６条 事業計画の認定及び認定の変更に関し意見を聴くため、大分市産業用地整

備加速化補助金審査委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（組織） 

第１７条 委員会は、委員５人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が参画依頼し、又は任命する。 

⑴ 学識経験者 

⑵ 関係団体の代表者 

⑶ 市の職員 

⑷ その他市長が必要と認める者 

（参画依頼等の期間） 

第１８条 委員の参画依頼又は任命の期間は、２年を１期間とする。 

２ 委員に参画依頼し、又は任命するに当たっては、１期間ごとにこれを行うものと

する。 

３ 複数の期間につき、委員に参画依頼し、又は任命することは、これを妨げない。 

 （委員長） 

第１９条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 



 

 

３ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名

する委員がその職務を代理する。 

（会議） 

第２０条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、必要に応じて委員長が招集し、

委員長がその議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。 

４ 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明

又は意見を聴くことができる。 

（報償金等） 

第２１条 委員（第１７条第２項第３号に規定する委員を除く｡）及び前条第４項の

規定により会議に出席した委員以外の者（市の職員を除く。）に対する報償金等

は、予算の範囲内で、市長が決定し、これを支払うことができる。 

（委員会の庶務）  

第２２条 委員会の庶務は、商工労働観光部創業経営支援課において処理する。 

（委員長に対する委任） 

第２３条 第１６条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事

項は、委員長が別に定める。 

（補則） 



 

 

第２４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 （委員の参画依頼又は任命の期間の特例） 

２ この要綱の施行の日以後において最初に参画依頼し、又は任命する委員の当該参

画依頼又は任命の期間は、第１８条第１項の規定にかかわらず、令和８年１月２８

日までとする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和７年７月８日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の大分市産業用地整備加速化補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の

日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、

なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の大分市産業用地整備加速化補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の



 

 

日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、

なお従前の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

別表（第２条、第４条、第１３条関係） 

補助対象事業 補助率 補助限度額 

基本設計 １/２ 
１２０,０００千円 

（１ヘクタール当たりの上限額 ５,０００千円） 

詳細設計 １/２ 
１５０,０００千円 

（１ヘクタール当たりの上限額 ６,０００千円） 

進入路及び排水

路等の新設又は

改良 

２/３ 
３７５,０００千円 

（１ヘクタール当たりの上限額 １５,０００千円） 

産業廃棄物に係

る専用処理施設

の設置又は改良 

２/３ 
３７５,０００千円 

（１ヘクタール当たりの上限額 １５,０００千円） 

送配電線施設の

設置又は改良 
２/３ 

３７５,０００千円 

（１ヘクタール当たりの上限額 １５,０００千円） 

緑地、屋外運動

場等の団地共通

施設の設置 

２/３ 
２２５,０００千円 

（１ヘクタール当たりの上限額 １５,０００千円） 

地質調査 １/２ 
３７,５００千円 

（１ヘクタール当たりの上限額 １,５００千円） 

水質・水量調査 １/２ 
３７,５００千円 

（１ヘクタール当たりの上限額 １,５００千円） 

適地調査 １/２ 
２２,５００千円 

（１ヘクタール当たりの上限額 １,５００千円） 

 

 

 

 

用地測量 １/２ 
６０,０００千円 

（１ヘクタール当たりの上限額 ２,５００千円） 

地形測量 １/２ 
３０,０００千円 

（１ヘクタール当たりの上限額 １,５００千円） 

区画道路及び調

整池の新設又は

改良 

２/３ 
３７５,０００千円 

（１ヘクタール当たりの上限額 １５,０００千円） 



 

 

様式第１号（第５条関係） 

年  月  日 

 

大分市長        殿 

 

申請者 所在地 

名称  

代表者氏名 

担当者氏名 

電話番号 

 

 

大分市産業用地整備加速化事業計画認定申請書 

 

 大分市産業用地整備加速化事業計画の認定を受けたいので、大分市産業用地整備加

速化補助金交付要綱第５条第２項の規定により、次のとおり申請します。 

 

１ 内容 

補助対象事業の名称  

対象区域           番地外     筆 

対象面積 ㎡  

概算事業費  円  

 

２ 添付書類  

 



 

 

様式第２号（第５条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

        殿 

 

大分市長           印 

 

大分市産業用地整備加速化補助金事業計画認定通知書 

 

    年  月  日付けで申請のあった大分市産業用地整備加速化事業計画に

ついては、次のとおり認定することに決定したので、大分市産業用地整備加速化補助

金交付要綱第５条第４項の規定により通知します。 

 

 

 

 

１ 認定する産業用地整備加速化事業 

補助対象事業の名称  

対象区域            番地外      筆 

対象面積 ㎡  

 

 

２ 認定の条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第３号（第６条関係） 

年  月  日 

 

大分市長        殿 

 

認定事業者 所在地 

名称  

代表者氏名        

担当者氏名 

電話番号 

 

 

大分市産業用地整備加速化補助金認定事業着手届出書 

 

       年   月  日付け  第    号で認定を受けた認定事業について

は、その事業に着手したので、大分市産業用地整備加速化補助金交付要綱第６条の規

定により次のとおり届け出ます。 

 

 

 

１ 認定事業の着手日 

 

           年   月   日 

 

２ 添付書類  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第４号（第７条関係） 

年  月  日 

 

大分市長        殿 

 

認定事業者 所在地 

名称  

代表者氏名        

担当者氏名 

電話番号 

 

 

大分市産業用地整備加速化補助金認定事業計画変更承認申請書 

 

   年  月  日付け  第   号で認定を受けた認定事業について変更を

したいので、大分市産業用地整備加速化補助金交付要綱第７条第１項の規定により、

次のとおり関係書類を添えて申請します。 

 

  

１ 内容 

変更事項  

変更理由  

 

２ 添付書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第５号（第７条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

        殿 

 

大分市長           印 

 

大分市産業用地整備加速化補助金認定事業変更承認通知書 

 

    年  月  日付けで申請のあった認定事業に係る変更について承認した

ので、大分市産業用地整備加速化補助金交付要綱第７条第２項の規定により通知しま

す。 

 

 

 １ 認定年月日及び通知書番号        年  月  日 

                       第     号 

 

 ２ 承認の条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第６号（第８条関係） 

年  月  日 

 

大分市長        殿 

 

認定事業者 所在地 

名称 

代表者氏名        

担当者氏名 

電話番号 

 

 

大分市産業用地整備加速化事業認定事業取りやめ届出書 

 

       年   月  日付け  第    号で認定を受けた認定事業について

は、次の理由により取りやめますので、大分市産業用地整備加速化補助金交付要綱第

８条の規定により届け出ます。 

 

取りやめの理由 

 

 

  



 

 

様式第７号（第１０条関係） 

年  月  日 

 

大分市長        殿 

 

認定事業者 所在地 

名称  

代表者氏名        

担当者氏名 

電話番号 

 

 

大分市産業用地整備加速化補助金整備事業費内訳書 

 

       年   月  日付け  第    号で認定を受けた認定事業について

は、その事業の事業費が確定したので、大分市産業用地整備加速化補助金交付要綱第

１０条の規定により次のとおり報告します。 

 

 

 

１ 認定事業に係る事業費の確定の日 

 

           年   月   日 

 

２ 添付書類 



 

 

様式第８号（第１１条関係） 

年  月  日 

 

大分市長        殿 

 

認定事業者 所在地 

名称  

代表者氏名        

担当者氏名 

電話番号 

 

 

大分市産業用地整備加速化補助金認定事業完了報告書 

 

       年   月  日付け  第    号で認定を受けた認定事業について

は、その事業を完了したので、大分市産業用地整備加速化補助金交付要綱第１１条の

規定により次のとおり報告します。 

 

 

 

１ 認定事業の完了の日 

 

           年   月   日 

 

２ 添付書類  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第９号（第１２条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

        殿 

 

大分市長           印 

 

大分市産業用地整備加速化事業計画認定取消通知書 

 

    年  月  日付け  第   号で認定した事業計画については、次のと

おり取り消したので、大分市産業用地整備加速化補助金交付要綱第１２条第２項の規

定により通知します。 

 

 

 

 

取消しの理由 

 

 



 

 

様式第１０号（第１３条関係） 

年  月  日 

 

大分市長        殿 

 

完了事業者 所在地 

名称  

代表者氏名        

担当者氏名 

電話番号 

 

 

大分市産業用地整備加速化補助金交付申請書兼実績報告書 

 

 

 

   年  月  日付け  第    号で認定を受けた認定事業について、大分

市産業用地整備加速化補助金の交付を受けたいので、大分市産業用地整備加速化補助

金交付要綱第１３条第５項の規定により、次のとおり申請し、及び報告します。 

 

 

１ 交付申請額                    円 

 

 

２ 大分市産業用地整備加速化補助金の積算の基礎となる情報 

補助対象事業の名称  

対象区域           番地外     筆 

対象面積 ㎡  

事業費  円  

 

３ 添付書類 



 

 

様式第１１号（第１３条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

        殿 

 

大分市長           印 

 

大分市産業用地整備加速化補助金交付決定通知書兼 

補助金額確定通知書  

 

 

    年  月  日付けで申請のあった大分市産業用地整備加速化事業補助金

の交付については、次のとおり交付することを決定するとともに、その額を確定した

ので、大分市産業用地整備加速化補助金交付要綱第１３条第６項の規定により通知し

ます。 

 

 

 

１ 交付決定額                       円 

 

 

２ 交付の条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

様式第１２号（第１３条関係） 

年  月  日 

 

 

大分市産業用地整備加速化補助金交付請求書 

 

 大分市長        殿 

 

補助事業者 所在地 

名称  

代表者氏名        

担当者氏名 

電話番号 

 

 

 

     年  月  日付け  第    号で交付の決定を受けた大分市産業

用地整備加速化補助金について、大分市産業用地整備加速化補助金交付要綱第１３条

第７項の規定により、次のとおり請求します。 

 

 

 

 

１ 大分市産業用地整備加速化補助金交付請求額           円 

 

２ 振込先 

金融機関名  

支 店 名  

種  類 普通     当座 

口 座 番 号  

口 座 名 義 
（ﾌﾘｶﾞﾅ） 

 

 


